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（詳しくは品川区民チャンネル番組表をご覧下さい）
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地デジ１１ｃｈ　 品川区民チャンネル [品川区議会 令和4年 第3回定例会 中継番組表]　
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(公財)特別区協議会 主催 

特別区議会議員講演会（令和 4年度第２回） 

東京２３区のごみの中間処理と今後の課題 

東京 23 区のごみ処理は、収集運搬、中間処理、埋立処分に役割分担がされており、

そのうちの中間処理を「東京二十三区清掃一部事務組合」が担っています。 

   当組合は、平成 12 年 4 月に設立されてから 20 年以上、安全で安定的な中間処理施

設の運営を行ってきたところです。今後も安全で安定的な運営を継続するために23区

の情勢を踏まえ、中間処理の現状とあわせて今後の課題を取り上げます。 

１ 開催日時  令和 4年 11 月 1 日（火） 14：00～16：00 

２ 開催場所  東京区政会館 20 階会議室（千代田区飯田橋３－５－１） 

３ 講  師  東京二十三区清掃一部事務組合 

        中防処理施設管理事務所長 古舘 陽 氏 

４ 募集人数  100 名程度 

（定員を上回る申込があった場合、当協議会にて抽選を実施いたします。） 

５ 申込方法  各区の区議会事務局あて、お申し込みください。 

令和 4年 9月 30 日（金）までにお願いいたします。 

６ 問合せ先  〒102－0072 千代田区飯田橋 3－5－1 

(公財)特別区協議会 事業部事業推進課 飯田 

         TEL 03－5210－9949  FAX 03－5210－9873 

７ その他 

  本講演会は開催後一定期間アーカイブ配信を予定しています。 

  視聴方法等につきましては、後日ご案内いたします。 

                キリトリ                  

特別区議会議員講演会（令和４年度第２回）参加申込書

 区議会

氏名                  
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